
寒い朝が続きます。皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて、先日、八代市教育委員会より「１人１台端末

は令和の学びの『スタンダード』」という文書を配付

致しました。子供達には１人１台タブレットが配付さ

れました。

これは、文部科学省が提唱する「ＧＩＧＡスクール構想」によるものです。今後の未来を生き
抜く子供達には、学力をつけると共に「情報を活用する能力」を育成することが大切です。「ＧＩ
ＧＡスクール構想」はその実現のための考え方です。（裏面参照）
熊本県としては、数年をかけて導入するはずだった１人１台タブレットパソコン。この所の新

型コロナウイルス感染拡大による社会・学校の在り方の急激な変化に合わせ、前倒しして、この
度導入されたものです。
今、学校では、全学年でタブレットパソコンに触れ、その使い方に慣れようとしています。今

後は、教科書・ノート・鉛筆等と同様に「学びのスタンダード」の道具として使いこなせること
を目指します。（子供達は憶えるのが早いのであまり心配していません。心配なのは我々教師の方

かもです・・）
このタブレットパソコンは家庭での学びでも使うことになります。「安心

・安全・快適」に活用するために「１人１台端末は令和の学びの『スタンダ

ード』」と一緒に「家庭でのタブレットパソコン活用のルール」を御家庭に

配付しております。壊したりしない等の機器の取り扱い注意はもちろんのこ

と、自分の大切な情報が周りに漏れないようにすること、周りの情報を勝手

に広めないこと等「情報の管理」についても十分な注意が必要です。学校で

も随時指導を行って参ります。御家庭でもルールをしっかりとお読みになり、

十分御指導頂きますようお願い致します。

なお「家庭でのタブレットパソコン活用のルール」の「確認証」の提出に

ついては御協力大変ありがとうございまいした。未提出の御家庭がありまし

たら早めの御提出をよろしくお願いします。

家庭への持ち帰りについては、最初は、下学年は２週間に１回程度、上学年は１週間に１回程

度で、「e ライブラリー」（ダウンロード版）というソフトによる学習から始める予定で、これは、
インターネットに接続しなくても利用できるものです。

今後は、インターネット環境があると学習が進めやすい（ないと進められない）という状況が

生まれると十分考えられます。インターネット契約には通信料がかかりますので、その点は御理

解の上で、御契約頂きますよう御協力をお願い致します。

なお、「１人１台端末は令和の学びの『ス

タンダード』」にあります「モバイルルー

ターの貸し出しについて」（条件等をお読

みください。）を希望される御家庭は八代

市教育委員会教育政策課（３０－１６７

１）まで御相談ください。




